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【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年5月20日(2008.5.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　均一な集合組織の結果として、図２に説明されているように使用されたスパッタリング
用ターゲットの表面は、図３及び４に説明された先行技術により製造されたターゲットに
共通の、粗大粒子により引き起こされた小斑点のついた外観又は縞状の集合組織により引
き起こされた渦を巻いているパターンに対比して、均一な外観を有する。特に、集合組織
は、板の全域で均一であり、かつ板内部に優先方向、例えば主に｛１００｝又は｛１１１
｝を有さず、板の中心から板のエッジへの厚さを通して均一である。均一な集合組織は、
｛１００｝及び｛１１１｝結晶学的配向の実質的に一定の混合物である。板（厚さに対し
て直交又は対角）の任意の与えられた平面中の｛１００｝及び｛１１１｝結晶学的配向の
分布は、そのような平面の表面の全域で３０パーセント未満で変化し、かつ任意の厚さの
全域の変化は３０パーセント未満である。０．５″未満の厚さの板は、主に｛１１１｝か
らなり、かつ少なくとも０．５″の厚さの板は、主に｛１００｝からなる。付加的に、図
２は、先行技術の方法に固有の粗く粉砕された材料を説明する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ、中心及びエッジを有している耐火金属板において、金属がタンタル及びニオブか
らなる群から選択されており、前記金属が少なくとも９９．９９％の純度を有しており、
前記板が４０μｍ未満の平均粒度を有し、かつ前記の厚さを通して及び前記の中心から前
記のエッジへの双方とも均一な集合組織を有しており、さらに前記耐火金属板が、
ｉ）配向｛１００｝及び｛１１１｝結晶学的配向を有する粒子の一定の混合物、及び
ｉｉ）前記耐火金属板の任意の平面の表面の全域で３０パーセント未満で変化する｛１０
０｝及び｛１１１｝結晶学的配向の分布、その際に前記平面は前記耐火金属板の厚さに対
して直交の平面及び前記耐火金属板の厚さに対して対角の平面から選択されており、かつ
板の中心から板のエッジへの厚さを通して板内部に優先方向を有さず、主に｛１００｝又
は｛１１１｝配向が存在していないほど均一である、及び
ｉｉｉ）前記耐火金属板の任意の厚さの全域で３０パーセント未満で変化する｛１００｝
及び｛１１１｝結晶学的配向の分布
を有することを特徴とする、厚さ、中心及びエッジを有している耐火金属板。
【請求項２】
　耐火金属板を製造する方法において、次の段階：
（ａ）タンタル及びニオブからなる群から選択される少なくとも９９．９９％純度の耐火
金属出発物を準備する段階；
（ｂ）第一の、アプセット鍛造により耐火金属出発物の長さを減少させて、第一の加工物
を形成させる段階；
（ｃ）第一の加工物を真空又は不活性ガス中で少なくとも１３７０℃の第一の温度にアニ
ールする段階；
（ｄ）第二の、ドローバック鍛造により第一の加工物の直径を耐火金属出発物の直径と同
じ直径に減少させて、第二の加工物を形成させる段階；
（ｅ）第二の加工物を真空又は不活性ガス中で少なくとも８７５℃の第二温度にアニール
する段階；
（ｇ）第三の、側部鍛造により第二の加工物を第一の厚さに減少させて、第一の板を形成
させる段階；
（ｈ）第四の、クロスローリングにより第一の板の第一の厚さを第二の厚さに減少させて
、第二の板を形成させる段階；及び
（ｉ）第二の板を真空又は不活性ガス中で少なくとも８７５℃の第二の温度にアニールす
る段階
を含むことを特徴とする、耐火金属板を製造する方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法によって製造された、耐火金属板。
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